
Title 竹越与三郎『人民読本』における「愛国」をめぐって
Sub Title On "patriotism" in Jimmin dokuhon (Citizen readers) by Takekoshi

Yosaburo
Author 牛見, 真博(Ushimi, Masahiro)

Publisher 慶應義塾福沢研究センター
Publication

year
2024

Jtitle 近代日本研究 (Journal of modern Japanese
studies). Vol.40, (2023. ) ,p.153- 173 

JaLC DOI
Abstract
Notes 研究ノート
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN10005325-20230000-0153

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


近
代
日
本
研
究
第
四
十
巻
（
二
〇
二
三
年
度
）

研
究
ノ
ー
ト

竹
越
与
三
郎
『
人
民
読
本
』
に
お
け
る
「
愛
国
」
を
め
ぐ
っ
て

牛

見

真

博

は
じ
め
に

竹
越
与
三
郎
（
一
八
六
五
〜
一
九
五
〇
）
は
、
慶
應
義
塾
で
福
沢
諭
吉
に
学
ん
だ
後
、『
国
民
新
聞
』
や
雑
誌
『
世
界
之
日
本
』

な
ど
で
時
事
問
題
を
論
じ
、
政
治
家
で
は
陸
奥
宗
光
や
西
園
寺
公
望
に
親
炙
し
た
。
と
く
に
西
園
寺
公
望
が
文
部
大
臣
を
務
め
た

際
に
は
勅
任
参
事
官
兼
秘
書
官
と
な
り
、
そ
の
後
自
ら
も
政
界
に
地
歩
を
進
め
る
こ
と
に
（
1
）

な
る
。

彼
が
著
し
た
『
人
民
読
本
』
は
、
日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
の
戦
間
期
に
あ
た
る
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
刊
行
さ
れ
、
そ

の
後
加
筆
修
正
さ
れ
た
も
の
が
大
正
期
に
出
さ
れ
て
（
2
）

い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
前
者
の
明
治
版
で
あ
り
少
年
少
女
に
語
り

か
け
る
文
体
で
、
国
体
を
は
じ
め
、
国
民
と
し
て
の
義
務
や
責
任
、
権
利
に
つ
い
て
も
説
い
た
公
民
教
育
に
資
す
る
も
の
と
し
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て
、
刊
行
当
時
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
好
意
的
に
迎
え
入
れ
ら
（
3
）

れ
た
。

『
人
民
読
本
』
で
竹
越
の
唱
え
た
「
愛
国
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
西
田
毅
氏
が
、
戦
時
の
み
で
な
く
近
代
国
家
の
国
民
と
し

て
の
「
平
時
」
の
在
り
方
を
説
き
「
愛
国
心
の
概
念
を
広
く
解
釈
」
し
、「
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、「
理
性
的
な
愛
国
心
」

を
示
し
、「
偏
狭
な
国
家
主
義
者
や
封
建
的
な
忠
君
愛
国
論
者
の
そ
れ
と
鋭
く
対
立
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
（
4
）

い
る
。

ま
た
一
般
に
、
竹
越
は
そ
の
人
物
評
と
し
て
「
国
家
主
義
」
に
対
置
す
る
「
世
界
主
義
」
者
と
さ
れ
、
例
え
ば
高
坂
盛
彦
氏
も

竹
越
に
つ
い
て
、「
明
治
後
期
か
ら
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
『
忠
君
愛
国
』
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
思
想
で
あ
り
、『
国
体
』
の
呪

縛
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
狭
量
な
国
家
主
義
や
東
洋
の
盟
主
論
を
排
し
、『
世
界
の
日
本
』、
言
い
か
え
れ
ば
世
界

的
見
地
に
立
ち
、
世
界
と
の
関
連
に
配
慮
し
つ
つ
、
日
本
の
国
策
を
展
開
す
べ
き
こ
と
を
主
張
（
5
）

し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
竹
越
は
、『
人
民
読
本
』
に
お
い
て
実
際
に
は
、
当
時
の
時
代
思
潮
と
し
て
の

国
家
主
義
に
対
し
て
、
む
し
ろ
対
立
構
造
に
な
ら
な
い
よ
う
に
「
愛
国
」
を
説
い
て
い
る
と
い
う
点
で
（
6
）

あ
る
。

筆
者
は
、
日
清
・
日
露
の
戦
間
期
に
お
い
て
『
人
民
読
本
』
が
広
く
受
容
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
「
愛
国
」
の
主
張
の
打
ち
出
し

方
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
く
に
明
治
二
三
年
の
「
教
育
勅
語
」
発
布
以
降
、「
忠
孝
」
の
重
視
は
、「
忠
君

愛
国
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、「
愛
国
」
を
語
る
際
に
不
可
分
の
要
素
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
「
愛
国
」
を
語
る
際
に
は
、
常
に

「
忠
孝
」
に
収
斂
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
中
で
、
竹
越
は
『
人
民
読
本
』
に
お
い
て
、
国
家
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
の
な
い
叙
述
に

よ
っ
て
「
愛
国
」
の
解
釈
を
広
げ
、
社
会
的
な
受
容
に
も
一
定
の
成
功
を
見
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
叙
述
の
背
景
と
と
も
に
、
竹
越
『
人
民
読
本
』
に
お
け
る
「
愛
国
」
の
説
き
方
に
つ
い
て
、
若
干
の
考

察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一

背
景
と
し
て
の
西
園
寺
公
望

竹
越
の
説
く
「
愛
国
」
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
伊
藤
内
閣
に
お
い
て
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）（
一
次
）、
同
三
一
年
（
二

次
）
と
二
度
に
わ
た
っ
て
文
部
大
臣
を
務
め
た
西
園
寺
公
望
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
（
7
）

た
い
。

竹
越
は
『
世
界
之
日
本
』
の
刊
行
以
前
か
ら
西
園
寺
に
親
炙
し
、
と
く
に
西
園
寺
が
二
度
目
に
文
部
大
臣
を
務
め
た
際
に
は
勅

任
参
事
官
兼
秘
書
官
と
な
っ
た
。
西
園
寺
は
文
部
大
臣
時
代
の
講
話
や
演
説
で
、「
教
育
勅
語
」
発
布
以
後
の
教
育
界
に
お
け
る

国
家
主
義
色
の
強
い
滅
私
奉
公
的
な
「
忠
孝
」
の
指
導
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
「
国

家
主
義
」
に
対
置
す
る
「
世
界
主
義
」
者
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。

現
在
で
は
、
西
園
寺
が
第
二
の
教
育
勅
語
の
作
成
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
（
8
）

た
が
、
も
し
そ
れ
が

世
に
出
て
い
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
解
説
と
し
て
最
も
意
を
体
現
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
竹
越
『
人
民
読
本
』

で
あ
る
。
竹
越
自
身
も
『
人
民
読
本
』
の
「
題
言
」
に
お
い
て
、
西
園
寺
の
意
向
を
色
濃
く
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、「
略
ぼ

脱
稿
せ
る
や
之
を
西
園
寺
侯
に
呈
し
て
教
を
請
ふ
。
侯
、
校
閲
の
後
、
示
教
せ
る
所
少
か
ら
ず
。
因
つ
て
改
竄
増
補
す
る
こ
と
数

次
」
と
述
べ
て
（
9
）

い
る
。

西
田
氏
は
、
竹
越
『
人
民
読
本
』
を
西
園
寺
公
望
の
公
民
教
育
論
の
系
譜
を
承
継
す
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。『

人
民
読
本
』
が
意
図
す
る
「
自
由
公
民
」
の
育
成
が
、
西
園
寺
が
構
想
し
た
新
教
育
の
基
軸
と
な
る
べ
き
「
公
民
教
育
」

竹越与三郎『人民読本』における「愛国」をめぐって
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論
と
一
致
す
る
こ
と
は
一
読
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
、
ま
さ
に
、
不
発
に
終
っ
た
「
第
二
次
教
育

勅
語
」
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
た
西
園
寺
の
リ
ベ
ラ
ル
の
教
育
論
を
祖
述
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ

（
10
）

ろ
う
。

文
部
大
臣
時
代
の
西
園
寺
は
、
当
時
の
修
身
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
「
高
等
師
範
学
校
卒
業
証
書
授
与
式
に
お

け
る
演
説
」（
明
治
二
八
年
三
月
三
〇
日
）
（
11
）

で
は
、「
世
間
」
が
「
東
洋
ノ
陋
習
ニ
恋
々
シ
之
ヲ
改
ム
ル
ニ
憚
ル
」
と
し
、「
偏
局

卑
屈
ノ
見
解
」
を
以
て
「
忠
孝
」
を
説
い
た
り
、「
古
人
奇
僻
ノ
行
」
を
人
生
の
範
と
し
た
り
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
当
時
の
修
身
教
育
が
現
実
離
れ
し
た
「
忠
孝
」
の
体
現
者
を
模
範
と
し
た
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
（
12
）

い
る
。

官
邸
に
お
け
る
高
等
学
校
長
、
尋
常
師
範
学
校
長
へ
の
演
説
（
明
治
二
八
年
五
月
二
四
日
）
に
あ
る
西
園
寺
の
、
公
の
場
で
徒

に
「
大
和
魂
を
唱
ふ
る
の
み
」
で
「
自
国
を
偏
信
し
外
国
の
事
を
知
ら
し
め
ざ
る
」
こ
と
を
良
し
と
し
な
い
と
い
う
（
13
）

発
言
は
、

「
国
家
主
義
」
に
対
置
す
る
「
世
界
主
義
」
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。

一
方
で
、
西
園
寺
に
賛
同
す
る
意
見
も
表
明
（
14
）

さ
れ
、
明
治
二
九
年
当
時
に
あ
っ
て
も
、「
勅
語
教
育
」
の
趣
意
を
踏
ま
え
た
実

践
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、「
大
に
形
式
的
に
流
れ
た
る
」
状
況
で
あ
る
た
め
、
西
園
寺
の
「
世
界
主
義
」
と
攻
撃
さ
れ
る
徳
育
論

は
、
む
し
ろ
「
固
陋
の
見
を
去
り
、
此
日
進
の
世
に
処
す
る
べ
き
博
大
聡
明
の
徳
義
を
養
成
す
る
」
も
の
で
、「
立
派
な
る
一
種

の
意
見
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
西
園
寺
は
国
家
主
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
西
園
寺
が
「
国
家
主
義
」
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
た
こ
と
が
決
し
て
本
意
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
西
園
寺
自
身
に
よ
る
次
の
言
か
ら
も
窺
え
る
。
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人
或
は
余
が
大
和
魂
の
養
成
と
云
う
如
き
事
を
主
張
せ
ざ
る
を
以
て
、
国
家
主
義
に
反
せ
り
と
云
わ
ん
か
。
是
れ
亦
不
可
な

り
。
大
和
魂
は
固
よ
り
之
を
養
成
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
我
が
国
民
が
数
千
年
来
養
い
来
れ
る
忠
勇
の
気
象
は
、
固
よ
り
大
切

な
れ
ば
、
之
を
重
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
言
う
ま
で
も
な
け
れ
ど
も
、
国
民
の
発
達
は
、
是
の
み
に
て
可
な
る
者
に
あ

（
15
）

ら
ず
。

西
園
寺
は
、「
大
和
魂
」
の
養
成
や
「
忠
勇
の
気
象
」
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
封
建
的
な
主
従
関
係
で
成
り

立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
近
代
国
家
に
お
け
る
「
国
民
の
発
達
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
う
の
で
あ
る
。

難
波
知
希
氏
は
、
西
園
寺
の
教
育
思
想
に
つ
い
て
、「
日
清
戦
後
の
日
本
を
世
界
的
な
見
地
か
ら
捉
え
て
、
自
国
を
偏
信
す
る

思
想
や
東
洋
の
陋
習
か
ら
の
脱
却
を
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、
列
国
に
比
肩
す
る
新
文
明
国
日
本
に
適
う
『
新
道
徳
』
の
思
想
を
含

む
も
の
」
と
し
て
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
「
変
容
を
志
向
し
」、「
補
正
を
迫
る
思
想
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
（
16
）

い
る
。
さ
ら
に
、

西
園
寺
に
よ
る
第
二
教
育
勅
語
の
狙
い
を
、

教
育
勅
語
の
理
念
の
貫
徹
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
の
諸
要
素
の
中
か
ら
『
リ
ベ
ラ
ル
』
な
要
素
を
見
出
し
、
そ
れ
に
適

う
『
新
道
徳
』
と
と
も
に
補
正
勅
語
案
で
強
調
し
て
示
す
こ
と
に
よ
り
、
教
育
勅
語
の
理
念
の
『
補
正
』
を
試
み
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
計
画
は
教
育
勅
語
に
基
づ
く
既
存
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
質
を
迫
っ
て
、
新
し
い
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
構
想
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
せ
る

と
し
、
そ
の
内
実
は
「
西
洋
諸
国
の
み
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
世
界
主
義
』
と
評
さ
れ
つ
つ
も
実
質
的
に
は
西
洋

竹越与三郎『人民読本』における「愛国」をめぐって
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中
心
主
義
で
あ
り
、
時
代
的
な
限
界
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
（
17
）

い
る
。

留
意
す
べ
き
は
、
西
園
寺
も
竹
越
も
「
国
家
主
義
」
に
よ
る
精
神
論
に
依
拠
し
た
偏
狭
な
忠
君
愛
国
に
つ
い
て
、
そ
の
変
容
を

志
向
す
る
も
の
の
、「
国
家
主
義
」
自
体
を
否
定
し
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
西
園
寺
は
自
ら
の
教
育
観

の
真
意
を
う
ま
く
表
明
し
損
ね
た
た
め
に
、
揚
げ
足
を
取
ら
れ
た
格
好
と
な
り
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
苦
い
経
験
は
、
西
園
寺
の
教
育
観
を
色
濃
く
承
継
し
た
竹
越
『
人
民
読
本
』
に
お
い
て
、「
国
家
主
義
」
と
対

立
構
造
に
な
ら
な
い
よ
う
、
と
く
に
「
愛
国
」
の
打
ち
出
し
方
に
つ
い
て
の
配
慮
と
な
っ
て
活
き
る
こ
と
と
な
る
。

二
『
人
民
読
本
』
に
お
け
る
「
愛
国
」

竹
越
は
『
人
民
読
本
』
の
目
的
に
つ
い
て
、「
題
言
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

我
国
を
見
る
に
、
已
に
立
憲
政
体
を
有
し
な
が
ら
、
普
通
教
育
部
内
に
於
て
は
、
我
国
家
、
人
民
、
及
び
政
務
に
関
し
て
、

一
毫
も
教
ふ
る
所
あ
る
な
し
。
是
れ
豈
に
教
へ
ざ
る
人
民
を
作
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。
…
…
曰
く
、
日
本
国
は
已
に
立
て
り

是
よ
り
日
本
人
民
を
作
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。
余
が
此
書
を
著
述
し
た
る
所
以
の
志
、
唯
だ
こ
れ
に
外
な
（
18
）

ら
ず
。

竹
越
は
、
従
来
の
普
通
教
育
に
お
い
て
「
国
家
」「
人
民
」「
政
務
」
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
近

世
か
ら
の
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
が
依
然
根
強
い
社
会
に
あ
っ
て
、
立
憲
国
家
に
お
け
る
国
民
の
在
り
方
を
啓
蒙
し
よ
う
と

し
た
と
す
る
。『
人
民
読
本
』
が
西
園
寺
公
望
の
肝
煎
り
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
も
、
二
人
の
人
的
及
び
思
想
的
な
近
さ
を
物
語
っ
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て
い
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
同
書
に
お
け
る
「
愛
国
」
の
語
ら
れ
方
に
つ
い
て
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
で
、
竹
越
は
必
ず
し
も
当

時
の
国
家
主
義
的
な
「
愛
国
」
を
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章
で
は
、
家
族
を
愛
す
る
よ
う
に
、
国
家
を
愛
し
、「
暴
虐
不
正
を
加
へ
む
と
す
る
者
あ
る
」
場
合
に
は
、「
あ
ら
む
限
り

の
力
を
尽
し
て
、
国
家
を
保
護
」
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
国
家
を
愛
す
る
念
を
「
愛
国
心
」
と
し
て
（
19
）

い
る
。
竹
越
が
、
明
治

近
代
国
家
は
家
制
度
を
基
に
し
た
明
治
憲
法
、
旧
民
法
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
立
憲
政
体
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
家
族
主
義

的
国
家
観
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
認
識
は
む
し
ろ
国
家
主
義
者
の
主
張
と
し
て
「
教
育
勅

語
」
の
中
軸
で
あ
る
「
忠
孝
」
一
致
の
論
理
を
支
え
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
（
20
）

あ
る
。

第
二
章
で
は
、「
何
故
に
国
家
を
愛
す
る
か
」
と
し
て
、「
人
情
の
自
然
」
と
し
て
の
愛
国
を
説
く
一
方
で
、「
別
に
国
家
を
愛

せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
道
理
あ
り
」
と
し
て
、
愛
国
は
、「
祖
先
」
と
「
子
孫
」
に
対
す
る
「
義
務
」
で
あ
り
、「
国
の
禍
福
」
は
個

人
の
「
禍
福
」
と
も
一
致
す
る
と
述
（
21
）

べ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
続
く
。

譬
へ
ば
茲
に
一
人
あ
り
て
、
非
常
に
便
利
な
る
機
械
を
発
明
す
る
者
あ
ら
ば
、
御
身
等
も
ま
た
其
福
を
受
く
べ
く
、
ま
た
一

人
あ
り
て
遊
惰
放
蕩
の
風
を
増
長
し
て
、
勤
勉
有
為
の
気
象
を
薄
く
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
従
つ
て
御
身
等
の
家
族
も
、
ま
た

其
禍
を
受
く
る
に
至
る
べ
し
。
若
し
ま
た
不
幸
に
し
て
外
国
と
戦
端
を
開
き
て
敗
北
す
る
場
合
あ
ら
ば
、
日
本
国
の
安
全
は

保
つ
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
御
身
等
の
安
全
も
、
ま
た
保
つ
べ
か
ら
ず
。
…
…
之
に
よ
り
て
見
る
も
、
日
本
一
国
の
禍

福
は
、
即
ち
御
身
等
の
禍
福
と
な
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。
故
に
平
時
に
あ
り
て
も
、
戦
時
に
あ
り
て
も
、
己
の
一
身
一
家
の

如
く
に
、
国
家
を
愛
護
す
る
は
、
我
等
の
共
同
の
利
害
の
た
め
（
22
）

な
り
。
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「
国
家
を
愛
護
」
す
る
理
由
は
、「
我
等
の
共
同
の
利
害
の
た
め
」
で
あ
り
、「
己
」（
個
人
）
と
「
国
家
」
が
離
れ
て
成
り
立
つ

も
の
で
は
な
く
、
運
命
共
同
体
の
ご
と
く
両
者
が
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
三
章
「
如
何
に
し
て
国
家
を
愛
す
べ
き
か
」
で
は
、
前
提
と
し
て
「
我
国
が
外
敵
の
為
に
侵
さ
れ
む
と
す
る
場
合

に
は
、
あ
ら
ゆ
る
力
を
尽
し
て
、
外
敵
を
防
ぐ
」
こ
と
が
、「
我
等
の
義
務
」
で
あ
り
「
こ
れ
喜
ん
で
其
義
務
を
尽
す
人
は
、
最

も
尊
貴
な
る
人
な
れ
ば
な
り
」、
さ
ら
に
「
こ
れ
確
に
愛
国
中
の
最
も
義
烈
な
る
方
法
な
り
」
と
（
23
）

説
く
。

た
だ
し
、
竹
越
は
必
ず
し
も
戦
時
に
お
け
る
貢
献
だ
け
を
説
く
わ
け
で
な
く
、「
戦
争
な
き
平
時
に
あ
り
て
も
、
国
を
愛
す
る

法
は
少
き
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
愛
国
観
が
語
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
御
身
等
が
学
問
修
業
の
後
、
科
学
工
芸
等
に

つ
き
て
比
類
な
き
大
発
明
を
為
し
、
之
に
よ
り
て
我
産
業
の
上
に
非
常
な
る
進
歩
を
促
す
こ
と
」、「
学
問
美
術
の
上
に
於
て
大
製

作
を
出
し
て
、
一
代
の
文
運
を
進
む
る
こ
と
」
は
、「
こ
れ
ま
た
戦
争
に
際
し
て
、
身
命
を
擲
つ
に
も
劣
ら
ざ
る
愛
国
の
所
業
な

り
」
と
し
て
（
24
）

い
る
。
ま
た
、「
人
の
母
と
し
て
、
若
し
く
は
姉
と
し
て
、
其
子
弟
を
学
校
に
送
り
て
、
日
本
人
民
た
る
に
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
教
育
を
受
け
し
む
る
こ
と
」
も
、「
愛
国
の
所
業
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
国
事
に
尽
す
べ
き
人
を
作

る
も
の
な
る
が
故
」
で
あ
る
と
（
25
）

す
る
。

「
投
票
」
が
愛
国
の
行
動
で
あ
る
こ
と
も
、
第
十
章
で
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
。

賢
良
な
る
議
員
を
選
挙
す
る
は
、
御
身
等
が
国
に
対
す
る
義
務
な
る
ぞ
。
御
身
等
が
国
家
の
為
め
に
善
事
を
為
す
こ
と
を
得

べ
し
と
信
ぜ
ざ
る
人
を
選
挙
す
る
は
、
愛
国
心
な
き
所
業
な
る
ぞ
。
…
…
且
つ
選
挙
に
際
し
て
は
、
如
何
な
る
こ
と
あ
る

も
、
投
票
権
を
捨
つ
べ
か
ら
ず
。
是
を
捨
つ
る
は
自
か
ら
其
自
由
を
捨
つ
る
も
の
に
し
て
国
家
よ
り
見
れ
ば
、
愛
国
心
な
き

所
業
な
（
26
）

る
ぞ
。
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こ
こ
に
は
特
に
、
近
代
の
立
憲
国
家
に
お
い
て
「
忠
君
」
だ
け
で
は
事
足
り
な
い
と
い
う
西
園
寺
、
竹
越
の
主
張
が
よ
く
表
れ

て
い
よ
う
。「
帝
国
議
会
の
選
挙
に
際
し
て
、
真
に
此
人
こ
そ
日
本
の
福
利
を
図
る
な
ら
む
と
信
じ
た
る
人
に
投
票
す
る
」（
第
三

章
）
と
い
う
「
投
票
」
行
動
も
ま
た
「
愛
国
心
」
の
表
明
で
あ
る
と
い
う
、
近
代
国
家
に
お
け
る
国
民
の
権
利
が
持
つ
重
さ
の
理

解
と
啓
蒙
に
意
を
注
い
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

「
愛
国
心
」
を
示
す
方
法
と
し
て
、
先
の
第
三
章
で
は
、「
力
弱
く
し
て
外
敵
と
戦
ふ
能
は
ず
と
て
、
愛
国
心
を
示
す
能
は
ざ
る

を
憂
ふ
る
こ
と
な
か
れ
。
凡
そ
人
民
と
し
て
為
す
べ
く
、
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
為
す
は
、
即
ち
愛
国
の
端
緒
な
る
ぞ
か

し
」
と
も
説
い
て
（
27
）

い
る
。
興
味
深
い
の
は
、「
隣
家
の
老
翁
」
が
高
齢
の
た
め
出
征
す
る
こ
と
が
な
い
の
を
、
愛
国
心
を
示
す
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
と
侮
っ
て
は
い
け
な
い
と
す
る
次
の
よ
う
な
具
体
例
で
あ
る
。

彼
は
今
年
七
十
歳
に
し
て
、
一
の
乾
物
屋
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
彼
が
正
直
勉
励
の
気
風
に
よ
り
て
近
傍
、
承
認
の
亀
鑑
と
な

り
た
る
こ
と
と
、
彼
の
財
産
の
幾
分
を
軍
事
費
と
し
て
政
府
に
献
じ
て
、
国
家
に
尽
し
た
る
こ
と
と
は
、
ま
た
確
か
に
愛
国

の
所
業
な
る
ぞ
（
28
）

か
し
。

実
直
に
勤
勉
に
生
活
し
、
納
税
を
果
た
す
こ
と
も
ま
た
「
愛
国
心
」
を
示
す
一
助
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、「
人
正
し
く
生
活

し
、
其
職
分
に
忠
実
に
、
其
力
を
一
身
の
外
に
及
ぼ
す
こ
と
は
即
ち
愛
国
の
第
一
着
歩
な
り
」、「
勤
勉
忠
直
に
し
て
、
国
の
基
を

建
つ
る
は
、
み
な
愛
国
の
所
業
な
り
」
と
（
29
）

あ
る
。

こ
う
し
た
国
家
へ
の
貢
献
方
法
と
し
て
挙
げ
る
具
体
例
こ
そ
、
文
部
大
臣
時
代
の
西
園
寺
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
「
逆
境
」

で
忠
孝
を
発
揮
す
る
人
物
で
は
な
く
、「
順
境
」
に
あ
っ
て
人
と
し
て
の
在
り
方
を
教
え
る
修
身
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
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た
内
容
を
、
竹
越
が
具
体
化
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
忠
孝
」
を
重
ん
じ
る
臣
民
教
育
か
ら
、「
国
家
」

の
た
め
に
「
国
民
」
と
し
て
の
義
務
と
責
任
を
重
ん
じ
る
国
民
教
育
へ
の
移
行
を
強
く
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

第
四
章
「
虚
偽
の
愛
国
心
」
に
は
、「
愛
国
」
と
は
「
己
の
国
を
愛
す
る
こ
と
、
我
家
を
愛
す
る
が
如
く
な
る
を
云
ふ
」
と

（
30
）

あ
り
、
そ
の
国
を
愛
す
る
心
を
、
如
何
に
し
て
実
際
に
示
さ
ん
と
す
る
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

何
事
に
て
も
我
国
民
の
為
し
た
る
こ
と
は
是
な
り
と
す
る
が
如
き
こ
と
あ
ら
ば
、
是
れ
真
正
の
愛
国
心
に
あ
ら
ず
し
て
、
虚

偽
の
愛
国
心
な
る
こ
と
を
忘
る
る
こ
と
勿
れ
。
我
国
民
の
為
し
た
る
こ
と
も
、
是
な
る
こ
と
あ
れ
ば
、
非
な
る
こ
と
も
あ

り
。
其
非
な
る
こ
と
も
、
我
国
民
の
為
し
た
る
こ
と
な
り
と
て
、
強
ひ
て
之
を
是
な
り
と
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
是
れ
他
国
に

対
し
て
、
我
国
民
の
信
用
と
威
望
と
を
損
す
る
も
の
に
し
て
、
決
し
て
愛
国
の
所
業
に
は
あ
（
31
）

ら
ず
。

こ
の
点
に
つ
い
て
西
田
氏
は
、「
彼
は
、
世
界
の
文
明
国
の
行
動
準
則
に
適
合
し
な
い
利
己
的
愛
国
心
は
、
健
全
な
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
全
く
無
縁
な
も
の
と
い
う
考
え
を
抱
い
て
い
た
」
と
指
摘
（
32
）

す
る
。
こ
う
し
た
自
国
だ
け
を
是
と
す
る
こ
と
へ
の
戒
め

は
、
先
に
挙
げ
た
文
部
大
臣
時
代
の
西
園
寺
の
「
官
邸
に
お
け
る
高
等
学
校
長
、
尋
常
師
範
学
校
長
へ
の
演
説
」
で
、「
自
国
を

偏
信
し
外
国
の
事
を
知
ら
し
め
ざ
る
も
の
は
国
民
の
良
友
に
非
ず
」
と
あ
る
こ
と
に
照
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
竹
越
は
第
七
章
「
国
家
に
対
す
る
人
民
の
権
利
と
義
務
」
で
、「
国
家
」
を
「
一
個
人
の
幸
福
」
の
た
め
に
あ
る
と

（
33
）

説
く
。
竹
越
は
こ
こ
で
、
い
か
な
る
場
合
に
も
「
国
家
」
は
、
人
民
の
「
一
個
人
の
幸
福
」
を
慮
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
国
家
へ

「
要
求
」
す
る
「
権
利
」
が
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、『
人
民
読
本
』
に
お
い
て
随
所
で
語
ら
れ
る
、
国
家
の
利
益

を
個
人
の
利
益
に
優
先
す
る
国
家
主
義
的
な
「
愛
国
」
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
五
章
「
天
皇
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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歴
史
上
の
由
来
あ
る
天
皇
は
、
国
土
人
民
を
統
治
し
給
ふ
が
故
に
、
国
を
愛
す
る
は
即
ち
天
皇
を
愛
す
る
所
以
な
る
を
見
る

べ
し
。
…
…
人
民
が
天
皇
に
忠
勤
を
尽
す
べ
き
は
勿
論
な
る
こ
と
に
し
て
、
殊
に
我
等
は
生
れ
て

今
上
天
皇
陛
下
の
如
き

明
君
を
戴
く
は
、
取
り
分
け
て
幸
福
と
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
誠
心
誠
意
、
臣
子
た
り
、
人
民
た
る
職
分
を
尽
す
こ
と

を
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
（
34
）

な
り
。

「
国
を
愛
す
る
は
即
ち
天
皇
を
愛
す
る
所
以
な
る
を
見
る
べ
し
」
と
あ
る
の
は
、
同
書
刊
行
か
ら
遡
る
こ
と
八
年
前
、
明
治
二

六
年
（
一
八
九
三
）
時
点
の
竹
越
自
身
が
『
国
民
新
聞
』
の
評
論
で
述
べ
て
い
る
、「
君
主
即
ち
国
家
、
国
家
即
ち
君
主
て
ふ
一

虚
栄
的
の
（
35
）

思
想
」
で
あ
る
と
す
る
国
家
主
義
批
判
の
一
面
と
は
矛
盾
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
言
説
の
変
化
か
ら
も
、
同
書
が
国

家
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
叙
述
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
第
六
章
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
に
お
い
て
も
国
民
の
義
務
が

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

御
身
等
は
国
家
に
対
し
て
は
、
人
民
た
り
。
天
皇
に
対
し
て
は
、
臣
子
た
り
。
御
身
等
は
天
皇
を
尊
敬
し
て
、
且
つ
親
愛

し
、
其
権
威
に
服
し
、
其
命
令
を
守
り
、
其
意
志
を
奉
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
是
れ
日
本
の
臣
民
た
る
、
御
身
等
の
義
務
な
る

ぞ
（
36
）

か
し
。

以
上
の
よ
う
な
叙
述
内
容
か
ら
は
、
竹
越
が
『
人
民
読
本
』
で
提
唱
す
る
の
は
、「
忠
実
に
自
家
の
独
立
を
為
し
、
正
当
な
る

一
個
の
良
市
民
と
な
り
、
無
事
太
平
の
日
に
殖
産
興
業
以
て
富
国
強
兵
の
基
を
造
り
、
国
家
有
事
の
日
に
挺
身
献
金
飽
迄
も
君
国

の
た
め
に
尽
さ
ん
と
（
37
）

す
る
」
と
の
言
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
国
家
有
事
」
の
際
に
は
個
人
を
超
え
て
、「
挺
身
献
金
飽
迄
も
君
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国
の
た
め
に
尽
く
さ
ん
と
す
る
」
こ
と
を
厭
わ
な
い
「
愛
国
」
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
近
代
国
家
の
国
民
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
様
々
な
貢
献
の
方
法
が
あ
る
こ
と
を
説
き
、
決
し
て

国
難
の
時
に
だ
け
「
義
勇
兵
」
と
な
る
よ
う
な
あ
り
方
で
は
な
く
、
平
時
に
お
け
る
あ
り
方
を
こ
そ
大
切
に
重
ん
じ
て
生
き
る
こ

と
を
説
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
あ
り
方
も
ま
た
「
愛
国
」
で
あ
る
と
説
い
た
同
書
は
、
当
時
の
滅
私
奉
公
的
な
忠
孝
を
軸
と
す
る

国
家
主
義
的
な
「
愛
国
」
だ
け
で
は
な
い
、
捉
え
方
の
枠
組
み
を
広
げ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
広
く
人
々
の
共
感
を
得
る
一
書

と
さ
れ
た
こ
と
も
自
然
な
こ
と
と
し
て
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
「
忠
孝
」
重
視
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

『
人
民
読
本
』
が
刊
行
さ
れ
て
後
、
当
時
の
多
く
の
新
聞
雑
誌
が
同
書
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
の

は
、「
此
種
の
書
、
本
邦
未
だ
絶
え
て
之
れ
な
し
、
能
く
時
勢
に
適
切
な
る
も
の
と
謂
ふ
（
38
）

べ
し
」、「
史
談
あ
り
警
諭
あ
り
頗
る
興

味
を
助
け
能
く
少
年
読
者
の
注
意
を
惹
き
易
か
ら
し
む
其
労
多
と
す
べ
し
日
本
国
民
の
相
続
人
た
る
少
年
子
弟
に
し
て
之
に
由
て

我
国
政
の
概
略
を
学
び
得
ば
他
日
成
立
の
後
大
に
裨
益
を
感
ず
る
な
ら
ん
…
…
好
個
の
読
本
と
し
て
家
庭
及
学
校
に
推
薦
す
る
を

躊
躇
せ
ざ
る
（
39
）

な
り
」
と
い
っ
た
大
手
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
同
書
へ
の
好
意
的
で
高
い
評
価
で
（
40
）

あ
る
。

『
国
民
新
聞
』
で
同
僚
で
あ
っ
た
山
路
愛
山
は
、
従
来
の
教
育
界
が
敢
え
て
我
が
国
に
お
け
る
近
代
国
家
の
制
度
を
教
え
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、「
国
民
教
育
」
の
観
点
か
ら
『
人
民
読
本
』
を
歓
迎
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、「
誰
れ
が
内
閣
に
座
は

つ
て
も
頓
着
せ
ず
、
食
つ
て
、
働
い
て
、
寝
て
居
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
宜
し
と
云
ふ
が
如
き
毒
気
の
な
き
好
人
物
の
み
に
て
は
日
本

国
の
運
命
は
危
し
」
と
し
て
、
国
民
の
政
治
へ
の
無
関
心
を
戒
め
る
と
と
も
に
、「
国
と
制
度
と
に
関
す
る
知
識
」
が
必
須
で
あ
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る
こ
と
を
述
べ
て
（
41
）

い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
「
福
音
新
報
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

従
来
の
教
科
書
の
如
く
無
意
味
な
る
誇
張
的
文
字
を
連
ね
て
少
年
の
頭
に
忠
君
愛
国
の
缶
詰
を
為
す
が
如
き
の
弊
は
著
者
の

最
も
避
け
ん
と
し
た
る
所
で
あ
る
様
に
見
受
け
ら
れ
る
。
…
…
本
書
が
滔
々
た
る
世
の
教
科
書
と
其
の
撰
を
異
に
す
る
所
で

あ
つ
て
、
又
最
も
本
書
の
価
値
の
認
識
せ
ら
る
る
所
で
あ
ら
ふ
と
思
ふ
。
其
の
天
皇
と
人
民
と
の
関
係
を
明
か
に
し
、
愛
国

を
説
く
と
共
に
偽
愛
国
を
戒
し
め
、
忠
勇
を
教
ゆ
る
と
共
に
戦
争
の
悲
惨
を
示
し
、
国
家
の
態
面
を
重
ん
ず
る
と
共
に
、
敵

国
の
民
を
愛
す
べ
き
を
誨
へ
た
る
な
ど
著
者
の
用
意
の
周
到
な
る
を
見
る
事
が
出
（
42
）

来
る
。

愛
国
を
説
き
な
が
ら
も
、「
誇
張
的
」
な
「
忠
君
愛
国
」
を
避
け
、「
偽
愛
国
」、「
戦
争
の
悲
惨
」、「
敵
国
の
民
を
愛
す
べ
き
」

こ
と
を
示
し
た
点
を
、
竹
越
の
用
意
周
到
さ
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
慶
應
義
塾
学
報
』
は
、「
竹
越
氏
の
人
民
読
本
に
接
し
深
く
其
時
弊
を
救
ふ
の
効
あ
る
可
き
を
思
ふ
。
…
…
若
し
之

を
以
て
小
学
中
学
の
教
科
書
と
な
さ
ば
国
民
を
し
て
善
く
政
治
思
想
を
発
達
せ
し
め
延
て
は
憲
政
運
用
の
美
果
を
収
め
得
可
け
れ

ば
な
り
」
と
（
43
）

あ
り
、「
小
学
中
学
の
教
科
書
」
と
し
て
大
い
に
資
す
る
と
高
く
評
価
す
る
な
ど
、『
人
民
読
本
』
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
と
い
っ
た
も
の
を
超
え
て
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
明
治
三
〇
年
代
半
ば
に
お
い
て
、
い
ま
だ
「
教

育
勅
語
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
言
論
を
表
明
す
る
余
地
の
存
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

な
お
、『
慶
應
義
塾
学
報
』
が
高
く
評
価
し
て
い
る
背
景
に
は
、
慶
應
義
塾
関
係
者
が
明
治
三
三
年
に
徳
育
論
で
あ
る
『
修
身

要
領
』
を
世
に
問
う
て
い
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
同
書
は
福
沢
諭
吉
著
と
さ
れ
る
が
、
病
中
で
執
筆
が
困
難
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
実
際
に
は
門
下
生
た
ち
が
編
纂
し
て
い
る
。『
修
身
要
領
』
は
「
忠
孝
」
の
徳
目
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
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そ
れ
を
「
教
育
勅
語
」
の
半
官
的
解
説
で
あ
る
『
勅
語
衍
義
』
を
著
し
た
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
井
上
哲
次
郎
が
、「
翁
が
修
身

要
領
中
に
忠
孝
の
事
を
言
わ
ず
し
て
単
に
独
立
自
尊
を
説
く
処
、
分
明
に
教
育
勅
語
と
相
背
馳
（
44
）

せ
り
」
と
批
判
し
て
（
45
）

い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
福
沢
は
「
教
育
勅
語
」
に
お
け
る
一
二
の
徳
目
自
体
に
は
理
解
を
有
し
て
（
46
）

い
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
『
修

身
要
領
』
に
お
い
て
「
忠
孝
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、「
忠
孝
」
を
強
調
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
道
徳
教
育
の
捉
え
方
を

狭
め
て
し
ま
い
か
ね
な
い
編
纂
者
ら
の
危
惧
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
奇
し
く
も
同
時
期
に
同
窓
で
あ
る
竹
越
が
著

し
た
『
人
民
読
本
』
は
、
忠
孝
だ
け
に
偏
る
教
育
か
ら
の
脱
却
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、『
修
身
要
領
』
の
主
張
を
補
完
す
る

一
書
と
し
て
も
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
忠
孝
だ
け
に
偏
る
教
育
へ
の
疑
念
は
、
竹
越
が
一
時
期
、
精
力
的
に
執
筆
に
参
画
し
て
い
た
『
国
民
新
聞
』
で
の
明

治
三
〇
年
当
時
に
お
け
る
久
津
見
息
忠
の
論
説
「
教
育
社
会
の
暗
潮
」
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

静
に
我
教
育
社
会
の
思
想
の
潮
流
を
観
察
せ
よ
、
…
…
忠
た
れ
、
孝
た
れ
、
主
権
に
は
盲
従
せ
よ
、
父
母
に
も
盲
従
せ
よ
、

人
と
し
て
天
地
の
間
に
立
ち
て
恥
づ
る
所
な
き
も
の
た
ら
ん
よ
り
も
、
国
民
と
し
て
国
家
の
旨
に
適
ふ
忠
臣
た
れ
と
云
ふ
な

り
、
忠
孝
と
云
ひ
、
国
民
の
義
務
と
云
ふ
、
余
は
そ
の
極
て
貴
重
す
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
知
る
、
…
…
国
家
に
盲
従
し
、

父
母
に
盲
従
す
べ
し
と
説
く
忠
孝
の
思
想
と
、
自
由
権
利
の
思
想
と
は
、
其
の
根
本
に
於
て
は
、
両
立
し
が
た
き
も
の
な

り
、
蓋
し
彼
れ
は
個
人
を
役
し
、
此
れ
は
個
人
を
立
つ
る
も
の
な
れ
ば
な
り
、
然
れ
ど
も
、
吾
人
は
こ
の
両
立
し
が
た
き
二

思
想
の
、
何
れ
を
も
棄
つ
る
こ
と
を
（
47
）

得
ず

こ
う
し
た
言
説
は
、
竹
越
の
『
人
民
読
本
』
に
お
け
る
問
題
意
識
と
も
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
教
育
課
題
の
一
端
を
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窺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
国
家
」
と
「
父
母
」
に
盲
従
す
べ
し
と
説
く
「
忠
孝
の
思
想
」
と
、「
自
由
権
利
の
思
想
」
と
は
両
立
し

が
た
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
両
立
し
が
た
き
二
思
想
の
、
何
れ
を
も
棄
つ
る
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
の
が
、
実
際
の
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
国
民
が
主
体
的
に
国
家
を
担
う
存
在
で
あ
り
、
国
民
は
自
由
や
権
利
を
有

す
る
一
方
で
、
国
防
の
義
務
も
生
じ
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

同
様
に
、「
国
家
主
義
」
と
「
世
界
主
義
」
を
峻
別
で
き
な
い
こ
と
も
ま
た
、
か
つ
て
「
教
育
勅
語
」
に
対
す
る
不
敬
事
件
で

糾
弾
さ
れ
た
内
村
鑑
三
が
、
明
治
二
九
年
に
論
説
「
世
界
の
日
本
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
物
語
っ
て
い
る
。

余
輩
は
勿
論
国
粋
保
存
の
必
要
を
知
る
、
…
…
余
輩
が
世
界
の
日
本
を
叫
ぶ
の
理
由
は
実
に
明
々
白
々
…
…
即
ち
鼻
は
体
の

一
部
に
し
て
体
は
鼻
の
属
に
あ
ら
ざ
る
事
是
れ
な
り
、
即
ち
日
本
は
世
界
の
日
本
に
し
て
世
界
は
日
本
の
属
に
あ
ら
ざ
る
事

是
れ
な
り
、
…
…
余
輩
は
必
し
も
世
に
所
謂
世
界
主
義
を
採
る
者
な
り
と
曰
は
ず
、
世
界
主
義
と
云
ひ
、
国
家
主
義
と
云

ひ
、
若
し
公
平
に
、
学
術
的
に
、
哲
理
的
に
、
之
を
攻
究
す
れ
ば
其
帰
す
る
処
は
一
な
り
、
…
…
余
は
世
界
主
義
を
取
る
者

な
り
、
日
本
を
世
界
の
一
部
と
し
て
見
れ
ば
な
り
、
余
輩
は
国
家
論
者
な
り
、
日
本
の
利
益
発
達
を
正
当
自
然
の
観
察
点
よ

り
攻
究
せ
ん
と
欲
す
る
者
な
れ
ば
（
48
）

な
り
。

こ
こ
で
の
「
世
界
主
義
」
と
は
、
自
国
を
過
信
す
る
こ
と
な
く
世
界
の
中
に
客
観
的
に
自
国
を
位
置
づ
け
な
が
ら
、
国
力
の
向

上
を
志
向
す
る
態
度
と
言
え
よ
う
。
内
村
は
、「
日
本
を
世
界
の
一
部
と
し
て
」
見
な
が
ら
、「
日
本
の
利
益
発
達
」
を
考
え
る
点

に
お
い
て
は
「
国
家
論
者
」
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
西
園
寺
や
竹
越
の
姿
勢
も
こ
れ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

実
際
、
西
園
寺
は
早
く
か
ら
忠
孝
の
重
視
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
社
会
の
現
出
と
新
道
徳
の
必
要
性
を
見
据
え
て
い
た
。
西
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園
寺
の
第
二
教
育
勅
語
案
の
意
図
に
つ
い
て
、
後
に
竹
越
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

公
（
西
園
寺
公
望：

筆
者
注
）
の
意
は
従
来
の
道
徳
は
、
社
会
が
上
下
の
両
階
級
よ
り
組
織
せ
ら
れ
た
る
時
代
の
産
物
で
あ
る

の
で
、
仰
い
で
見
る
の
心
得
と
伏
し
て
見
る
の
心
得
の
み
か
ら
成
立
つ
て
い
る
。
然
る
に
今
や
社
会
の
状
態
は
一
変
し
て
、

上
下
、
左
右
の
社
会
と
な
り
て
、
社
会
の
横
幅
が
広
く
な
っ
て
来
た
。
道
徳
の
本
旨
は
古
今
に
よ
っ
て
変
り
は
な
い
が
、
道

徳
の
形
式
は
時
代
に
よ
り
て
変
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
新
社
会
に
処
す
べ
き
新
道
徳
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
産
業

が
盛
ん
に
な
っ
て
、
社
会
が
一
大
工
場
、
若
く
は
市
場
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
上
下
道
徳
ば
か
り
で
ゆ
く
も

の
で
な
い
か
ら
、
人
民
が
す
べ
て
、
平
等
の
関
係
に
お
い
て
、
自
他
互
に
尊
敬
し
、
自
か
ら
生
存
す
る
と
共
に
、
他
人
を
生

存
せ
し
む
る
こ
と
を
教
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
の
で
あ
（
49
）

っ
た
。

畢
竟
、
西
園
寺
が
述
べ
る
「
新
社
会
に
処
す
べ
き
新
道
徳
」
の
一
端
は
、
竹
越
が
『
人
民
読
本
』
で
説
い
た
よ
う
な
具
体
的
な

「
愛
国
」
と
し
て
、
国
家
主
義
的
な
要
素
を
多
分
に
含
み
な
が
ら
も
そ
の
枠
組
み
を
広
げ
る
見
方
を
提
起
し
、「
忠
孝
」
重
視
に
偏

る
教
育
の
限
界
を
、
強
く
照
射
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
人
民
読
本
』
は
、
明
治
二
三
年
発
布
の
「
教
育
勅
語
」
で
掲
げ
ら
れ
る
「
忠
孝
」
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
西
園
寺
が

第
二
の
教
育
勅
語
で
試
み
よ
う
と
し
た
「
新
社
会
に
処
す
べ
き
新
道
徳
」
を
具
現
化
し
て
世
に
問
う
上
で
、
そ
の
主
張
が
広
く
受
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け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
竹
越
の
用
意
周
到
さ
が
窺
え
る
。
そ
こ
に
は
か
つ
て
、
文
部
大
臣
時
代
の
西
園
寺
が
自
ら

の
真
意
が
伝
わ
ら
な
い
ま
ま
に
、「
国
家
主
義
」
に
対
置
す
る
「
世
界
主
義
」
者
と
し
て
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
当
時
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
か
ら
批
判
を
受
け
た
経
験
が
踏
ま
え
ら
れ
て
も
い
よ
う
。

な
お
、『
勅
語
衍
義
』
な
ど
で
強
く
「
忠
孝
」
重
視
を
説
い
た
井
上
哲
次
郎
に
あ
っ
て
も
、
後
の
明
治
四
四
年
の
時
点
で
は
、

次
の
よ
う
に
「
忠
孝
ば
か
り
で
は
足
ら
ぬ
」
と
述
べ
る
に
至
っ
て
い
る
。

国
民
道
徳
よ
り
も
っ
と
広
汎
な
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
忠
孝
と
云
ふ
よ
う
な
こ
と
は
国
民
道
徳
と
し
て
は
大
事
な
こ
と
で
あ

る
が
、
忠
孝
ば
か
り
で
は
足
（
50
）

ら
ぬ
。

見
城
悌
治
氏
は
こ
う
し
た
井
上
の
変
化
に
つ
い
て
、「
大
逆
事
件
発
生
な
ど
の
思
想
的
大
事
を
受
け
た
井
上
が
、『
現
代
思
想
の

変
化
』
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
。
そ
の
戸
惑
い
や
揺
ら
ぎ
が
現
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
」
と

述
べ
て
（
51
）

い
る
。「
忠
孝
」
を
重
視
す
る
国
家
主
義
だ
け
で
は
立
ち
行
か
な
い
こ
と
を
、
井
上
に
あ
っ
て
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
時

代
状
況
が
現
出
す
る
に
至
り
、
こ
う
し
た
変
化
が
生
じ
た
。

竹
越
が
『
人
民
読
本
』
で
説
い
た
「
愛
国
」
は
、
日
清
戦
争
で
の
勝
利
で
勢
い
づ
き
、
欧
米
列
強
と
の
比
肩
を
強
く
意
識
し
た

明
治
三
〇
年
代
半
ば
の
戦
間
期
に
お
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
に
陥
ら
な
い
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
、「
国
家
主
義
」
や
「
忠

孝
」
重
視
の
社
会
風
潮
に
水
を
差
す
こ
と
な
く
、
且
つ
、
そ
れ
だ
け
に
拠
る
こ
と
の
限
界
を
も
強
く
照
射
し
得
た
こ
と
で
、
広
く

受
容
さ
れ
る
上
で
の
時
代
的
な
要
件
を
満
た
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
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注（
1
）
竹
越
与
三
郎
の
評
伝
に
つ
い
て
は
、
高
坂
盛
彦
『
あ
る
明
治
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
記
録
―
―
孤
高
の
戦
闘
者
竹
越
與
三
郎
伝
―
―
』（
中

公
叢
書
、
二
〇
〇
二
年
）、
西
田
毅
『
竹
越
与
三
郎
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
2
）
『
人
民
読
本
』
を
全
面
的
に
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
に
は
、『
人
民
読
本
（
竹
越
与
三
郎
著
）
近
代
日
本
研
究
資
料
』
二
巻
（
慶
應
義

塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。
同
書
に
お
け
る
西
田
毅
「
解
説
」
は
、
明
治
版
と
大
正
版
の
比
較
を
と
お
し
た
検
討

を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、
同
書
所
収
の
明
治
版
に
拠
っ
た
。
ま
た
他
に
注
（
1
）
前
掲
書
、
大
村
章
仁

「
竹
越
与
三
郎
に
お
け
る
『
自
治
』
と
『
人
民
』」（『
年
報
日
本
史
叢
』、
二
〇
〇
〇
年
）、
土
屋
直
人
「
竹
越
與
三
郎
『
人
民
読
本
』
に
お

け
る
�
外
交
�
記
述
と
�
戦
争
�
観
」（『
社
会
科
教
育
研
究
』
八
九
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
注
（
2
）
前
掲
『
人
民
読
本
』
に
は
、「
本
書
に
対
す
る
新
聞
雑
誌
の
批
評
」
と
し
て
次
の
各
誌
の
も
の
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ず

れ
も
好
意
的
な
評
価
で
あ
る
（
一
〇
一
―
一
一
〇
頁
）。『
人
民
新
聞
』『
福
音
新
報
』『
大
日
本
』『
関
西
日
日
新
聞
』『
信
濃
毎
日
新
聞
』

『
実
業
新
聞
』『
讃
岐
日
日
新
聞
』『
教
育
実
験
界
』『
警
醒
』『
土
陽
新
聞
』『
慶
應
義
塾
学
報
』『
教
育
時
論
』『
福
岡
日
日
新
聞
』『
護
教
』

『
静
岡
新
報
』『
万
朝
報
』『
少
年
世
界
』『
東
京
日
日
新
聞
』『
毎
週
新
誌
』『
大
阪
毎
日
』『
報
知
新
聞
』『
都
新
聞
』『
讀
賣
新
聞
』『
二
六

新
報
』『
奥
羽
日
日
新
聞
』『
女
鑑
』『
新
愛
知
』『
若
越
新
聞
』『
鹿
児
島
新
聞
』『
神
戸
新
聞
』『
北
国
新
聞
』『
女
子
の
友
』『
教
育
公
報
』

『
中
国
民
報
』『
米
沢
新
聞
』『
大
阪
朝
日
新
聞
』『
婦
人
新
報
』『
静
岡
民
友
新
聞
』。

（
4
）
注
（
1
）
西
田
前
掲
書
、
二
八
一
―
二
八
二
頁
。

（
5
）
注
（
1
）
高
坂
前
掲
書
、
七
頁
。

（
6
）
近
代
日
本
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
訳
語
が
最
初
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
二
年
の
「
大
日
本
帝
国
憲

法
」
公
布
に
前
後
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
志
賀
重
昂
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
政
教
社
の
機
関
誌
『
日
本
人
』
で
は
「
国
粋
主
義
」
と

あ
り
、
陸
羯
南
に
よ
る
新
聞
『
日
本
』
で
は
「
国
民
主
義
」
と
あ
る
。「
国
家
主
義
」
の
語
は
、
明
治
二
三
年
の
「
教
育
勅
語
」
発
布
以

降
に
顕
在
化
し
、
日
清
・
日
露
戦
争
を
経
て
一
般
化
し
て
い
く
（
金
采
洙
「
近
代
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
成
立
と
展
開
様

170



相
」『
日
本
研
究
』
二
八
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
7
）
評
伝
と
し
て
は
、
立
命
館
大
学
西
園
寺
公
望
伝
編
纂
委
員
会
編
『
西
園
寺
公
望
伝
』
一
巻
〜
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
―
一
九
九

六
年
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、
文
部
大
臣
時
代
に
着
目
し
た
論
考
と
し
て
は
、
張
智
慧
「
文
部
大
臣
西
園
寺
公
望
の
文
教
政
策
」（『
市
大
日

本
史
』
八
、
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。

（
8
）
第
二
の
教
育
勅
語
案
は
、
注
（
7
）
前
掲
『
西
園
寺
公
望
伝
』
別
巻
二
（
一
九
九
七
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
取
り
上
げ
た

論
考
と
し
て
、
小
股
憲
明
「
日
清
・
日
露
戦
間
期
に
お
け
る
新
教
育
勅
語
案
に
つ
い
て
」（『
人
文
学
報
』
六
四
、
一
九
八
九
年
）、
注

（
7
）
前
掲
張
論
文
、
難
波
知
希
「
西
園
寺
公
望
に
よ
る
教
育
勅
語
補
正
計
画
―
―
日
清
戦
後
の
『
新
道
徳
』
に
着
目
し
て
―
―
」（『
東

京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
六
〇
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
9
）
注
（
2
）
前
掲
『
人
民
読
本
』、
七
頁
。

（
10
）
注
（
2
）
前
掲
『
人
民
読
本
』、
二
四
八
頁
。

（
11
）
『
西
園
寺
公
望
伝
』
別
巻
二
、
四
一
頁
。

（
12
）
『
西
園
寺
公
望
伝
』
二
巻
（
二
一
八
―
二
二
一
頁
）
は
、
当
時
の
修
身
教
育
の
主
要
教
材
で
あ
っ
た
『
幼
学
綱
要
』
に
お
け
る
「
孝
行
」

の
内
容
が
、
た
と
え
ば
「
晋
の
王
延
（
無
道
の
継
母
に
仕
え
、
供
養
す
）」、「
宋
の
徐
積
（
三
歳
で
父
母
に
死
別
し
、
喪
を
終
え
て
な
お

生
け
る
が
如
く
永
く
供
え
を
絶
や
さ
ず
）」、「
呉
の
帰
鉞
（
父
の
後
妻
に
苛
め
ら
れ
た
が
、
父
の
死
後
も
自
分
の
食
を
節
し
て
母
弟
を
養

う
」
な
ど
、「
極
端
な
事
例
を
模
範
的
人
物
と
し
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
13
）
『
西
園
寺
公
望
伝
』
別
巻
二
、
四
二
頁
。

（
14
）
『
教
育
時
論
』
四
二
一
（
明
治
二
九
年
〔
一
八
九
六
〕
一
二
月
二
五
日
）。
な
お
、
西
園
寺
の
「
世
界
主
義
」
に
対
す
る
当
時
の
マ
ス
コ

ミ
に
よ
る
賛
否
は
、
注
（
8
）
前
掲
小
股
論
文
に
詳
し
い
。
小
股
氏
は
、「
西
園
寺
を
攻
撃
し
た
の
は
陸
羯
南
の
『
日
本
』
を
筆
頭
に
、

『
日
出
新
聞
』、『
朝
日
新
聞
』、『
国
会
新
聞
』、『
明
教
新
誌
』、『
教
育
報
知
』、『
九
州
日
日
新
聞
』
な
ど
で
あ
り
、
西
園
寺
を
擁
護
し
た

の
は
徳
富
蘇
峰
の
『
国
民
之
友
』、
福
沢
諭
吉
の
『
時
事
新
報
』
を
は
じ
め
、『
朝
野
新
聞
』、『
ジ
ャ
パ
ン
ガ
ゼ
ッ
ト
』、『
め
ざ
ま
し
新
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聞
』、
そ
れ
に
『
教
育
時
論
』
で
あ
っ
た
」
と
分
類
、
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）
『
教
育
時
論
』
三
七
〇
（
明
治
二
八
年
〔
一
八
九
五
〕
七
月
二
五
日
）。

（
16
）
注
（
8
）
前
掲
難
波
論
文
、
四
〇
八
頁
。

（
17
）
同
前
、
四
一
〇
頁
。

（
18
）
注
（
2
）
前
掲
『
人
民
読
本
』、
七
頁
。

（
19
）
『
人
民
読
本
』、
二
三
―
二
四
頁
。

（
20
）
坂
口
茂
『
近
代
日
本
の
愛
国
思
想
教
育
』
上
巻
（
星
雲
社
、
一
九
九
九
年
）、
四
五
二
頁
。

（
21
）
『
人
民
読
本
』、
二
四
頁
。

（
22
）
同
前
、
二
四
―
二
五
頁
。

（
23
）
同
前
、
二
六
頁
。

（
24
）
同
前
、
二
七
頁
。
西
田
前
掲
書
参
照
、
二
八
一
頁
。

（
25
）
同
前
、
二
七
―
二
八
頁
。
西
田
前
掲
書
参
照
、
二
八
一
頁
。

（
26
）
同
前
、
四
二
頁
。

（
27
）
同
前
、
二
七
―
二
八
頁
。

（
28
）
同
前
、
二
八
頁
。

（
29
）
同
前
。

（
30
）
同
前
。

（
31
）
同
前
、
二
九
頁
。

（
32
）
西
田
前
掲
書
、
二
八
二
頁
。

（
33
）
『
人
民
読
本
』、
三
四
頁
。
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（
34
）
同
前
、
三
〇
―
三
一
頁
。

（
35
）
『
国
民
新
聞
』（
明
治
二
六
年
〔
一
八
九
三
〕
九
月
一
四
日
）。

（
36
）
『
人
民
読
本
』、
三
二
頁
。

（
37
）
『
日
刊
世
界
之
日
本
』（
明
治
三
〇
年
〔
一
八
九
七
〕
一
〇
月
二
日
）。

（
38
）
『
教
育
時
論
』
五
八
〇
（
明
治
三
四
年
〔
一
九
〇
一
〕
五
月
二
五
日
）。

（
39
）
『
東
京
日
日
新
聞
』（
明
治
三
四
年
〔
一
九
〇
一
〕
五
月
一
八
日
）。

（
40
）
注
（
3
）
参
照
。

（
41
）
『
信
濃
毎
日
新
聞
』（
明
治
三
四
年
〔
一
九
〇
一
〕
五
月
一
八
日
）。

（
42
）
『
福
音
新
報
』
三
〇
八
（
明
治
三
四
年
〔
一
九
〇
一
〕
五
月
二
二
日
）。

（
43
）
『
慶
應
義
塾
学
報
』
四
一
、
明
治
三
四
年
〔
一
九
〇
一
〕。

（
44
）
「
独
立
自
尊
主
義
の
道
徳
を
論
ず
」（『
哲
学
雑
誌
』
一
五
（
一
六
〇
）、
明
治
三
三
年
〔
一
九
〇
〇
〕
六
月
）。

（
45
）
平
山
洋
「
福
沢
諭
吉
に
お
け
る
国
家
と
個
人
」（『
国
際
関
係
・
比
較
文
化
研
究
』
一
〇
（
一
）、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
46
）
前
掲
平
山
論
文
は
、「
福
翁
百
話
・
百
余
話
・
修
業
立
志
編
に
お
け
る
徳
育
小
論
と
で
も
い
う
べ
き
作
品
群
」
で
は
、「
教
育
勅
語
で
掲

げ
ら
れ
て
い
る
徳
目
が
同
様
に
奨
励
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
47
）
『
世
界
之
日
本
』
二
一
（
明
治
三
〇
年
〔
一
八
九
七
〕
一
一
月
一
日
）。

（
48
）
『
世
界
之
日
本
』
四
（
明
治
二
九
年
〔
一
八
九
六
〕
九
月
一
〇
日
）。

（
49
）
竹
越
与
三
郎
『
陶
庵
公
』（
叢
文
閣
、
一
九
三
〇
年
）、
一
六
二
―
一
六
三
頁
。

（
50
）
「
現
代
思
想
の
変
化
に
対
す
る
覚
悟
」（『
東
亜
之
光
』
六
（
三
）、
明
治
四
四
年
〔
一
九
一
一
〕
三
月
）。

（
51
）
見
城
悌
治
「
井
上
哲
次
郎
に
よ
る
『
国
民
道
徳
概
論
』
改
定
作
業
と
そ
の
意
味
」（『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』
三
七
、
二
〇
〇
八
年
）。
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